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4) 「信頼関係の構築」とは日常的な関係の中で創出されるべきもので、かかる会議の枠組

みを形式上創るのみで満足すべきでないこと。 

 

(2)議会との関係 

 

議会対策、予算との関係などについても配慮が必要である。また、和解、調停、仲裁などに

ついては、地方自治法第 96 条第１項第 12 号に定める地方公共団体の議会の議決事項に含ま

れている点その他地方自治法等との関係について整理する必要がある。 

 

(3)費用 

 

1) 裁定人の報酬水準及び負担者についても予め合意しておくことが必要である。現実的には、

両当事者が共同で裁定人を探し、三者間で報酬水準について合意しておくことが考えられ

る。 

2) 調停人や弁護士への報酬などについて必要な予算を確保できるようにすることも重要で

ある。 

 

(4)サービスの継続 

 

紛争解決の手続の期間中、建設やサービスの提供が中断されることのないよう、建設及びサービ

スの提供を中断してはならない旨を規定する必要がある。 

 

英国 SoPC4 では、受注者は紛争が生じたことのみを理由として「仕事を中断する」ことは認められず、

紛争解決期間中、受注者は発注者の希望に従ってサービスを提供する義務を負うが、紛争が受注者に

有利に決着した場合、適切な補償が支払われるべきとされている。一方、公共は、業務の一部につい

て紛争が生じている場合に、サービスの提供がなされている部分についてまで支払をとめるようなこ

とはすべきではなく、この旨の契約規定を取り決めておく必要がある。 

 

(5)契約に携わった弁護士の関与の有効性 

 

第三者が入る手続に先立ち、契約締結の際と同じ弁護士又はこの分野に知見を有する弁護士を当

事者のアドバイザーとして関与させて協議を行うことも有効である。 

 

特に契約締結に携わった弁護士の場合、契約の交渉過程、文言の変更、覚書の締結など、一貫して担

当している場合が多いため、契約書の条項と当該紛争の関係が整理され、当事者が納得して紛争が解

決する場合もありうる。ただし、この場合弁護士は当事者のアドバイザーとして関与するのであり、

中立的な第三者とは役割が異なる点に留意する必要がある。 
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＜参考＞英国 SoPC4 に示されている紛争解決方法 

英国 SoPC4 では、①まず当事者間で解決を試みる、②合意できない場合には中立的な第三者（専門家）

による迅速な判断を求める、③第三者による判断に対して合意できない場合については、より時間をかけ

て仲裁を実施する、という流れの紛争処理規定が採用されている。具体的には以下のようになっている。 

①当事者間での協議 

②中立的な第三者（専門家）による判断 

あらかじめ紛争がおこった場合に備えて中立的な専門家の指定方法を決定しておき、紛争が生じた場

合に、当該専門家が迅速に判断できるようにしている。専門家の判断には、拘束力がある場合（いわば

仲裁型36）と、拘束力がない場合（いわば調停型）の双方があるが、SoPC4 に付されている条項例では、

仲裁などで否定されるまでは拘束力があるとしている。 

SoPC4 では、判断までの期間は 28 日と短く、不服申立てが可能だが（仲裁に移行）、仲裁などで否定

されるまでは拘束力があるとすることで業務の中断を防いでいる。 

③仲裁 

仲裁は、当事者の合意（仲裁合意）に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が事案の内容を調べた上

で判断（仲裁判断）を示す手続である。仲裁判断が両当事者を拘束する点で調停とは異なる（通常、裁

判所への不服申立てもできない）。非公開というメリットに加え、一審制であるので時間、費用を節約で

きるが、中立性、専門性の高い仲裁人を選任することが重要となる。 

SoPC4 では、両当事者が共同で弁護士又は仲裁人協会認定の仲裁人の中から仲裁人を選任する（合意

できない場合は弁護士会会長が選任）。 

 

 

                                                  
36 第三者による決定に拘束力があっても「仲裁」とは呼ばれないことがあり、SoPC4 でもこの手続は「仲裁」

とは位置づけられていない。 
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紛争解決手続の概要 

 

 

   

 

 

 

 

 

       当事者間での協議                調整会議 

                                                における協議 

 

 

 

 

 

         裁定人選任請求            調停申立て 

                      

              予め同意した名簿の               ○○日以内 

順番に従って裁定人 

              を選任                 調停人の意見 

            

             28 日以内               ○○日以内 

 

 

         裁定人による判断             合意 or 不合意 

 

 

 

             28 日以内 

 

 

 

        仲裁開始請求                  裁判 

                   

          仲裁人の選任 

 

             3 ヶ月以内 

 

          仲裁判断 

 

 

 

※紛争解決手続は、その内容によって適切な手続が異なる。したがって、紛争の性質に応じて（例えば、事

実認定のみが問題なのか、契約書の解釈が争いになっているのか、金額で合意ができていないのかなど）、

別の手続の流れを規定することも考えられる。 

当
事
者
間
で
の
解
決

中
立
的
第
三
者
の
判
断

仲
裁
・
裁
判

SoPC 4 条文例
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６．条文例（調停とする場合） 

 

（甲＝管理者等、乙＝ＳＰＣ）民事調停法など法定の調停ではなく、任意の調停を想定 

第○条 調整会議 

1.甲及び乙は、良好なコミュニケーションを図ることにより、本事業を円滑に遂行し、本事業に関する

甲と乙との間の紛争を予防し、解決することを目的として、本契約締結後○○日以内に［関係者協議

会の一部として／関係者協議会とは別に］調整会議を設置する。 

2.調整会議については、本事業に関する疑義及び異議の解決、本契約の解釈並びに本契約に定めのない

事項の決定その他本事業に関する必要な一切の協議を行う。 

3.調整会議は、［構成員を記載］により構成される。調整会議は、必要に応じ、構成員以外の者に対し

て出席及び意見を求めることができる。 

4.調整会議は、[少なくとも 3 ヶ月に１回]開催することにより、紛争の予防に努めなければならない。

その他必要に応じて開催することができる。 

5.調整会議の構成、議事進行方法、議事録の作成等に関する事項は、第１回目の調整会議までに甲と乙

との協議により別途定める。 

 

第○条 中立的第三者による調停 

1.第○条に基づく調整会議による協議を一方の当事者が他方の当事者に申し入れてから○○日以内に

解決できない紛争については、いずれの当事者も中立的な調停人による調停を申し入れることができ

る。 

2.調停人は、[本契約締結後○○日以内に／調停の申し入れがなされてから○○日以内に]、両当事者の

合意により選定する。調停人が欠けた場合には、調停人が欠けた日から○○日以内に両当事者の合意

により新たな調停人を選任するものとする。[調停人は、建設、運営及び財務に関する専門家がそれ

ぞれ１名ずつ選任され、紛争の内容に応じて単数又は複数の調停人がその任に当たるものとする]。 

3.調停人の地位を受任することにより利益相反が生じるものは、調停人に選任されることはできない。 

4.両当事者が選任について合意できなかった場合には、［中立的な第三者機関］に選任を依頼するもの

とする。 

5.調停の申し立てがなされてから［ ］日以内に、両当事者は調停人に対してそれぞれの主張を書面に

て提出するものとする。 

6.調停人は、両当事者が合意に達した場合を除き、両当事者から書面を受け取ってから［ ］日以内に

調停案を示すものとする。調停案は両当事者を拘束しない。  

7.調停案が示された後［ ］日以内に合意ができなかった場合には、訴訟により解決するものとする。

甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合でも、本項に定める期間が経過した後でなければ、

訴訟を提起することができない。ただし、これにより甲及び乙の権利が著しく害される場合はこの限

りではない。 

8.乙が金銭的賠償により回復することができない重大な損害を被る場合を除き、調停及び訴訟の期間中、
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乙は甲の指示に従って業務を履行しなければならない。ただし、本項は乙の甲に対する損害賠償請求

を妨げない。 

9.調停人は、調停案の提示前に最低２回以上、調停案提示後○○日以内に最低２回以上調停期日を開催

し、両当事者の合意による解決を促すものとする。調停期日には、乙から業務の委託を受けている者

その他の利害関係人も出席できるものとする。 

10.調停に要する費用は各自が負担する。 

 

 

【紛争解決に関する実務上のポイント】 

管理者等と選定事業者間の紛争に対しては、当事者間での協議⇒中立的第三者の判断⇒仲裁・裁判、

と段階的に解決のための枠組みを規定する必要がある。本規定のポイントは以下のとおり。 

 ①紛争予防、解決にふさわしい構成員で、当事者間の紛争が生じた場合の協議の場を設定し、通

常時からのコミュニケーションを蜜に行う。 

②前項による協議が整わなかった場合は、紛争の内容に応じた中立的専門家を両当事者間の合意

により専任し、調停する手続き（中立的専門家の判断に拘束力を持たせない手続）を規定する

ことが考えられる。 

 ③第三者が入る手続に先立ち、契約締結の際と同じ弁護士又はこの分野に知見を有する弁護士を

当事者のアドバイザーとして関与させて協議を行うことも有効である。 
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第Ⅳ章 「法令変更」に関する標準契約書モデル及びその解説(案)  

 

１．概要 

 

PFI 事業期間中に生じる法令変更に伴う費用の増加等の負担者と手続について規定される。この

際、基本となる考え方は、リスクを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担すると

いうことであり、これに従って様々な規定がなされることになる。ただし、将来の法令変更は様々

なものがありえるため、あらかじめ完全に決めることは不可能である点にも留意する必要がある。 

 

２．問題状況 

 

現在、PFI で用いられている事業契約においては、「本事業に直接影響を与える法令の変更」（特

に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目

的とした法令で事業者の費用に影響があるもの）についてのみ管理者等の負担と規定されている

ことが多い。この基準は基本的には維持されるべきものと考えられるが、具体的に適用する際に

明確な基準といえるのか、一方の当事者に酷となる結論が生じることがないかなどの課題があり、

基準を明確かつ公平なものとするよう工夫をする必要がある。 

 

例：入札段階では、建築基準法の改正が具体化されていなかったが、事業契約締結後改正に基づく基準

が施行され、例えば建築物の満たすべき基準が変化したことによる増加費用（例：基準の変更に伴い、

より多くの鋼材が必要となった場合などの費用）の位置づけなど、明確に「本事業に直接影響を与える

法令の変更」と位置づけていない限り、どちらに該当するのかが不明確となる場合があり、これについ

て適切に対応する必要がある。 

 

３．基本的な考え方 

 

(1)法令変更への対処の困難性 

 

法令変更に関する対処の方法ついては、法令の属性に着目し、因果関係の明確性や影響に応じて

類型化することや、法令への効果に着目して、定義を詳細化していくことなどが考えられる。た

だし、法令変更に関する規定については、その対象、範囲、影響度を予め定義することが難しい

という側面があり、具体的な条項の在り方については、様々な考え方があるところであるため、

容易に標準化できる部分ではない。３で示す考え方は、現実のＰＦＩ契約をベースにしつつ修正

を加えたものであるが、法令変更への対処の方法については様々な考え方があることに留意する

必要がある37。 

                                                  
37 ＜参考＞において英国の例を示した。 
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(2)リスク分担の明確化の必要性 

 

リスク分担の明確化というＰＦＩの基本理念からは、法令変更の際の増加費用の負担の規定につ

いても、基準をできる限り明確化すべきである。そこで、それぞれの事業の特性に応じて、将来

行われる可能性のある変更で重要なものについては、予め取り扱いを明記することが望ましい。

ただし、実際には予想できない変更が生じる可能性が高く、明記できる場合は限定される。 

 

例：施設の基準等にかかわる法令につき変更が予想される場合、保険医療制度との関係で診療報酬の支

払の仕組みが変更された場合などについて、どのような取り扱いを行うべきかについて明示しておくこ

とが考えられる。 

 

(3)リスク分担に関する考え方 

 

リスクを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担する、というＰＦＩの基本理念か

らは、法令変更規定は民間に管理できないリスクを負わせないようにする必要がある。法令変更

は民間がリスクを管理できないという考え方を前提にすれば、①法令変更の対象者が広く一般的

である場合、②民間の創意工夫により費用の増加の影響を抑えることができる場合、③（民間収

益事業など）法令変更によるコストの増加を一般利用者等に転嫁しうる場合を除いては、基本的

には公共がリスクをとるべきであると考えられる。 

 

①一般的法令変更：法令変更のうち、その影響が広範に及ぶものについては（一般的法令変更）、法令変

更の対象者が広く一般的であり、選定事業者もその効果を受忍すべきである。この場合、間接的には物

価指数等に影響を与え、サービス対価の物価スライド条項その他指標に応じた調整条項、ベンチマーキ

ングの規定、マーケットテスティングの規定など、価格調整に関する条項により最終的には一定部分費

用の増加を吸収できるため、この観点からも選定事業者の負担とすべきである。（たとえば法人税率の

変更があった場合、全国の全ての企業にとって内部コスト増になるので、コスト増が各企業の商品の価

格に上乗せされ、物価指数に反映される等）。 

②選定事業者の努力により軽減できる場合：（後述(3)参照）。 

③利用者に転嫁できる場合：利用料金の値上等によって、法令変更によるコストの増加を一般利用者等

に転嫁しうる場合は、選定事業者の負担とする。 

 

(4)軽減義務 

 

選定事業者は、法令変更によって費用の増加が見込まれる場合、その影響を軽減するために合理

的な努力を行うものとする。 
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(5)コミュニケーションの重要性 

 

法令変更への対処法（費用を増加を抑える方法など）について、早い段階から官民のコミュニケ

ーションを密に図ることにより、可能な限り、円滑に解決することが望ましい。 

 

４．具体的な規定の内容 

 

(1)プロセス 

 

法令変更については、早い段階から当事者間の密度の高いコミュニケーションを行うことにより、

増加費用等を軽減できる場合も少なくない。そこで、法令変更が予想される場合には、早い段階

で他方の当事者に通知をした上で協議を開始し十分な時間をかけて解決することにより、双方で

情報を共有して協力しながら増加費用の軽減にあたることが重要である。これによっても軽減で

きなかった増加費用については、(2)以降の原則に従ってどちらが費用を分担するかを決定する

ことになる。 

 

(2)費用の分担方法 

 

①直接法令変更及び一般法令変更 

「本事業に直接影響を与える法令の変更」（特に本事業及び本事業類似のサービスを提供する

事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で事業者の費用に影響があるも

の）とそれ以外の法令変更（一般的法令変更）に分類し、後者については選定事業者とする（理

由については３(3)①参照）。 

 

②資本的支出 

資本的支出については、個別性が高く物価スライド等で吸収することは困難と考えられること

から、法令の種類に関わらず管理者等の負担とすることが考えられる。 

 

資本的支出の内容：建設費の増額や、運営開始以降の新たな設備の導入、大規模修繕等が該当する。解

体費についても、これと同様に扱うことも考えられる。 

 

③民間収益事業等の場合 

上記 2(2)③記載のとおり、民間収益事業等選定事業者が利用者からの利用料金を収受するスキ

ームの場合は、費用の増加を利用料等に反映させることができること、また、他の民間事業者

との公平を図ることから、原則として選定事業者の負担とする。ただし、費用の利用料への転

嫁については、一定の限界があることに留意すべきである。 
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費用の利用料への転嫁の限界 

1)選定事業者が利用者からの利用料金を収受するスキームの場合でも、例えば指定管理者制度が採用

されている場合のように、利用料金の設定について制約がある場合が多い。この場合、法令変更の

場合は利用料金の変更に管理者等が同意する旨規定するか、管理者等が増加費用を負担するなどの

方法により、選定事業者に過大なリスクを負わせないようにすべきである。 

2)利用料金の値上げが可能である場合でも、値上げによる利用者が減少する可能性がある。従って、

利用料金値上げが契約上可能でも選定事業者が増加費用を負担することが常に妥当であるとは限ら

ない点に留意する必要がある。 

 

④税制変更 

税制の変更に起因する増加費用の負担割合については、「サービス対価」の外税とした消費税

率の変更による増加費用を管理者等の負担とすることが通例である。加えて、資産所有にかか

る税率の変更及び新税設立による増加費用を管理者等の負担とすることもあり得る。なお、法

人税率の変更等、選定事業者の利益に課される税制度の変更による増加費用は、選定事業者の

負担とすることが通例である。 

 

⑤通常の民間の事業との差異 

民間企業においては、法令変更による事業の増加費用を、自己の裁量において、当該事業分野

から撤退すること等により回避することができるものの、ＰＦＩ事業契約上の公共サービスの

提供という選定事業者の義務の特異性から、一般の企業活動に比べて選定事業者の裁量が一定

程度狭くなる場合もあることに配慮することも考えられる。 

 

(3)軽減義務 

 

上記 2(2)②記載のとおり、選定事業者の努力により法令変更による影響を押さえることができる

部分については、管理者等は増加費用を負担すべきではない。したがって、管理者等が法令変更

リスクを負担する場合については、選定事業者に費用の増加を押さえるために合理的な範囲内で

の努力を行う義務を負わせることが適切である。 

 

軽減義務の規定方法38 

1)包括的に軽減義務を規定する方法：事業者は増加費用を軽減するために合理的な範囲内で努力を行

うものとする旨規定する39。 

2)軽減のための協議内容を規定する方法： 

第○項の通知を当事者の相手方から受領した場合はできる限り速やかに、両当事者は同項に規定さ

                                                  
38 2)は英国 SoPC4 条文例 14.8 で採用されている方法である（一部省略している。詳細は、＜参考＞を参照の

こと） 
39 実際には、何をもって「合理的努力」を行ったといえるかについては、判断が難しい点に留意する必要が

ある。 
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れた問題及び受注者が適格法令変更による影響を少なくする方法について協議を行いかつ合意す

るものとする。これには以下の内容が含まれる。 

(ⅰ)受注者が、合理的に努力して下請業者に発生する費用増加を最小化し、費用削減を最大化する

ための合理的な努力を行った（相見積もりの取得（可能である場合）を含む）ことの証拠の提

供。 

(ⅱ)資本的支出が発生した場合又は発生すると予想される場合に、予見できる当該法令変更を受注

者が考慮したことを示すことを含め、費用削減に効果的な方法で資本的支出の発生又は発生回

避が算定されているかについての説明。 

(ⅲ)当該事業会社の株主又は関係会社が運営している事業も含めて、法令変更が当該事業と類似し

た事業の料金水準に与えた影響の証拠の提供。 

(ⅳ)当該適格法令変更によって必要となった資産の取替え又は維持管理のために発生すると予想

される費用で発生が回避できる費用の説明。 

 

(4)特定の法令の変更に関する規定 

 

特に当該事業において将来問題になる可能性があると予想される変更については、「本事業に直

接影響を与える法令の変更」「一般的法令変更」のどちらに分類するか、あるいは両者とも別の

扱いにするかについて契約書に明記するなど、例示によって扱いを明確化することが考えられる。 

 

1)法令変更とはいえないが法令の運用が変わった場合についても（例えば、建築確認の運用手続が変

更になった結果、費用が増加した場合）、予測可能であるものがあれば特定の上対処方針を規定して

おくことが望ましい。 

2)一つの法令の中でも、規定によって、管理者等のリスクとすべきところ、選定事業者のリスクとす

べきところが分かれる可能性もあるため、必要があれば規定ごとにリスク分担を記載するものとす

る。 

 

５．留意点 

 

(1)費用を両当事者で分担する方法 

 

資本的支出相当分の費用負担に関しては、管理者等が増加費用を負担することを原則としつつ、

選定事業者の努力により増加費用を抑えることができる場合が考えられることや、手続き負担の

観点（比較的少額の変更について対価の変更のための手続を行うことは煩雑である）から、選定

事業者も一部負担することも考えられる。 

 

例：○○万円までは民間負担40、○○万円以上○○万円までは公共○％、民間○％を負担、○千万円以

                                                  
40 民間が負担する金額の設定方法としては、契約金額の一定割合として示す方法もありうる。 
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上は全額公共負担とするなどの方法が考えられる41。これにより、民間が負担する最大額を示すことが

でき、その結果金融機関も法令変更についてどの程度のリスクを見ればよいのかが明確になるというメ

リットもある。 

 

(2)費用の減少への対処 

 

運営段階において、規制緩和によって要求水準を変更し選定事業者の義務を軽減できる場合のサ

ービス対価の変更についても、可能である限り対応方法を規定しておくことが望ましい。 

 

(3)債務負担行為との関係 

 

管理者等は、法令の変更に基づく増加費用に備えて、債務負担行為の設定額には一定の余裕を持

たせることが望ましい。 

 

                                                  
41 選定事業者の努力により押さえることのできる増加費用の範囲については慎重に検討する必要がある。ま

た、金額の設定方法によっては、民間が入札の際に予備費を積むことにより VFM を逆に低下させる可能性

があることに留意すべきである。 
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＜参考＞英国における法令変更（概要） 

 

１．法令変更の定義 

「法令変更」とは、契約締結日以降に、次のいずれかが効力を生じることをいう。 

(a) 法令（契約締結日以前に以下により公表されていたものを除く） 

(i) 各省庁諮問書（Government Departmental Consultation Paper）の一部としての法令草案。 

(ii) 法案 

(iii) 政省令の草案。 

(iv) EC 官報掲載の草案。 

 

(b) ガイダンス 

(c) 関係する裁判所の適用可能性のある判決で、拘束力のある判例を変更するもの。 

「法令」とは、英国における 1978 年の法令解釈に関する法律第 21 条（1）の規定の範囲内の

国会制定法又は下位の法令、国王大権の行使並びに 1972 年ヨーロッパ共同体法第 2 章に規定

された強制可能な共同体権利を意味する。 

 

２．差別的/特別法令変更及び一般法令変更 

法令変更の内容 負担者 

差別的法令変更 

「差別的法令変更」とは、下記の対象に適用される旨明示した法令変更を意味

する。 

(a) 当該事業のみに適用され、PFI に基づく他の同種の事業には適用されな

いもの。 

(b) 当該受注者にのみ適用され、他の者には適用されないもの。 

(c) PFI 事業の受注者に適用され、他の者には適用されないもの。 

 

「特定法令変更」とは、［当該サービスと同一若しくは類似のもの]の提供、又

は［当該サービスと同一若しくは類似のサービス]の提供が主たる業務となっ

ている会社の株式保有に関する法令変更を意味する。 

発注者 

サービス期間中に発効し、資本的支出の支出

を伴うもの 

 

発注者及び受注者が分担 「一般法令変更」（差別的法令

変更および特定法令変更以外） 

その他 受注者 

 

３．法令変更の手続 

 

(a) 法令変更が行われる又は直近に変更が行われる場合、当事者は相手方に対し、想定される影響に
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関する意見を送付する。この意見には以下の詳細が含まれる。 

(i) 必要なサービス変更。 

(ii) 適格法令変更に対して本契約の条件変更が必要となる可能性。 

(iii)受注者が予定されたサービス提供開始日までにサービス提供を開始すること、及び/又は

適格法令変更の実施期間中にパフォーマンス規定を達成することなどについて、契約上の

義務の履行の免除が必要であるか。 

(iv)適格法令変更から生じた収益の損失 

(v) 適格法令変更により直接生じるプロジェクト費用の変更見積 

(vi)事業期間中の適格法令変更により新たに必要となった、又は必要なくなった資本的支出。

いずれの場合でもサービス内容の変更の実施に関する詳細手続を含むものとする 

実施費用（及びユニタリーチャージの変更）については、下記(b)～(f)に従うものとする。 

 

４．軽減義務に関する規定 

 

 (b) (a)項の通知を当事者の相手方から受領した場合はできる限り速やかに、両当事者は(a)項に

規定された問題及び受注者が適格法令変更による影響を少なくする方法について協議を行い

かつ合意するものとする。これには以下の内容が含まれる。 

(i) 受注者が、合理的に努力して下請業者に発生する費用増加を最小化し、費用削減を最大化

するための合理的な努力を行った（相見積もりの取得（可能である場合）を含む）ことの

証拠の提供。 

(ii) 資本的支出が発生した場合又は発生すると予想される場合に、予見できる当該法令変更を

受注者が考慮したことを示すことを含め、費用削減に効果的な方法で資本的支出の発生又

は発生回避が算定されているかについての説明。 

(iii) 当該事業会社の株主又は関係会社が運営している事業も含めて、法令変更が当該

事業と類似した事業の料金水準に与えた影響の証拠の提供。 

(iv) 当該適格法令変更によって必要となった資産の取替え又は維持管理のために発生すると

予想される費用で発生が回避できる費用の説明。これには上記(a)(5)又は(6)の結果発生す

る又は要求される金額を含む。 

 

５．支払についての規定 

 

(c) 受注者が適格法令変更を原因とする追加の資本的支出分を負担する旨両当事者が合意した場

合又は第 28 章「紛争解決」によりその旨決定された場合（本項に定める一般的法令変更の結

果資本的支出を受注者が負担する旨合意した場合又は決定された場合は除く）、受注者及び優

先貸出人が満足する条件により、受注者は資本的支出のために必要な資金を調達するため、合

理的な努力をしなければならない。 
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(d) 受注者分担分は受注者のみの負担とする。 

 

(e) 受注者が資本的支出のための資金調達を行うにあたって合理的な努力をしたにもかかわらず、

上記(c)の合意又は決定のなされた後[60]日間経っても資金調達できなかった場合、発注者は

資本的支出の発生した日から 30 日以内に、受注者に当該資本的支出と同額を支払わなければ

ならない。 

 

(f) 本規定に基づく補償で、ユニタリーチャージの調整又は減額によるものについては、［5.2.3 項

「補償金額の算出」を参照。］ 
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６．条文例（サービス購入型） 

 

（甲＝管理者等、乙＝ＳＰＣ） 

 

（定義） 

「法令」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものをいい、国又は地方公共団体の権限

ある官庁の通達、ガイドライン又は公的な解釈等を含む。 

 

（通知等） 

第○条 甲又は乙は、法令の変更又は新設（以下「法令変更等」という。）により本契約上の義務の履

行が不能となる場合、本契約若しくは要求水準の変更が必要になる場合、又は履行に要する費用が増

加する場合には、速やかにその内容を本契約の相手方当事者に対して通知する。 

２ 前項の場合において、本契約上の義務の履行が不能となる旨の通知を行った者は、当該法令変更等

が発生した日以降、当該法令変更等により履行不能となった義務について、本契約に基づく履行義務

を免れる。次条に定める手続により本契約上の義務が変更され、履行不能でなくなった場合を除き、

当該通知を行った本契約の当事者は、当該法令変更等により本契約の相手方当事者に発生する損失を

最小限にするよう努めなければならない。 

 

（協議及び増加費用の負担等） 

第○条 前条第１項の通知が送付された場合、甲及び乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、法

令変更等に対応するため速やかに本件施設の設計・施工（改修及び解体を含む。）、本契約又は要求水

準書の変更並びに増加費用の負担等について協議しなければならない。乙は、法令変更又はこれに伴

う要求水準の変更により増減する費用の詳細について、甲に提出しなければならない。 

２ 前項の協議にかかわらず、当該法令変更等の公布日から［120］日以内に甲及び乙が合意に至らな

い場合、甲は当該法令変更等に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従

い本事業を継続するものとする。この場合における増加費用の負担は、別紙［15］に定める負担割合

によるものとする。 

３ 法令変更等により乙が運営業務等の一部を履行できなかった場合、甲は、乙が当該業務を実施しな

かったことにより免れた費用に相当する金額をサービス対価から減額することができるものとする。 

４ 甲又は乙は、前３項の場合において、サービス対価の減額を目的とした要求水準の変更又は業務遂

行方法の採用が可能であると認めたときは、相手方当事者に対してサービス対価の減額等について協

議を行うことを求めることができる。 

５ 法令変更等に起因して、本件工事対象施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、甲及び乙は協議のう

え、本件工事対象施設の引渡予定日を変更することができる。 

 

（法令変更等による契約の終了） 
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第○条 前条の規定にかかわらず、本契約の締結後における法令変更等により、甲が本事業の継続が困

難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、甲は、乙と協議の

うえ、本契約の全部又は一部を解除により終了させることができる。 

２ 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、第[96]条ないし第[97]条の規定に従

う。 

３ 第１項の規定に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合において発生した増加費用の甲と乙

の負担割合は、別紙［15］のとおりとする。 

 

第○条 前３条の規定に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、第○条に規定する紛争処理の規定を適

用するものとする。 

 

別紙［15］ 法令変更等による増加費用の負担割合 

 

１ 第［ ］条に規定する法令変更等に基づいて増加費用が発生する場合の費用負担の割合は以下のと

おりとする。 

       甲負担割合 

① 本事業に直接影響を与える法令の変更の場合  100％ 

② ①以外の法令の変更の場合    0％ 

 

＜別案＞ 

       甲負担割合 

① 本事業に直接影響を与える法令の変更の場合のうち［項目を特定］ 

    ○○円以下（１事業年度）の部分     0％ 

  ○○円を超え○○円未満 の部分   ［ ］％ 

  ○○円を超え○○円未満 の部分   ［ ］％ 

  ○○円を超える部分     100％ 

② 本事業に直接影響を与える法令の変更の場合のうち①以外 100％ 

③  ①②以外の法令の変更の場合    0％ 

 

２ 本別紙において「本事業に直接影響を与える法令の変更」とは、特に本事業及び本事業類似のサー

ビスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で事業者の費用に影響

があるものを意味することとし、以下の場合を含むものとする。 

 ①消費税率の変更 

 ②［施設所有に係る税率の変更］ 

③乙が本契約上の義務を遂行するために必要な資本的支出の額の増加を生じさせる変更 

④・・・・・ 
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３ 以下の場合は「本事業に直接影響を与える法令の変更」に含まれないものとする。 

 ①法人税その他の税制変更及び営利法人に一般的に適用される法令の変更 

②・・・・・ 

③・・・・・ 

 

４ 本別紙の規定により管理者等が増加費用を負担する場合、事業者は増加費用を軽減するために合理

的な範囲内で努力を行うものとする。 

 

 

【法令変更に関する実務上のポイント】 

法令変更の取り扱いについては、変更対象となる法令の属性や事業に与える影響等に応じて類型化

して規定することが望ましいが、予め全てを明確に規定することは難しい。事業契約への規定のみ

ならず、その背景にある以下の考え方を理解した上で運用することが必要である。 

 ①法令変更は民間に管理できないリスクであるから原則として管理者等の負担とする。 

②ただし、法令変更の影響が広範に及ぶものについては、法令変更の対象者が広く一般的であり、

選定事業者もその効果を受忍すべきであること、また物価スライドにより最終的にサービス対

価に反映されうることから、民間負担とする。 

 ③資本的支出については、個別性が高く物価スライド等で吸収することは困難と考えられること

から、法令の種類に関わらず管理者等の負担とする。ただし、選定事業者に費用の軽減義務を

負わせることが妥当である。 
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第Ⅴ章 「モニタリング・支払メカニズム」に関する標準契約書モデル及びその解説(案) 

 

１．問題状況 

・背景： 

運営段階に至った事業が半数を超え、また、運営の比重が高い事業が増加している今日、モニタリン

グと支払いメカニズムを適切に構築し、運営していくことの重要性が増している。 

・課題： 

モニタリングは、要求水準書に従って PFI 事業契約書上の選定事業者の義務が適切に履行されている

かを確認するものである。モニタリングの結果、その義務が適切に履行されていないことが判明した

場合には、その重要度に応じてサービス対価が減額されるというメカニズムを採用することにより、

選定事業者に適切な義務の履行を促すことが想定されている。しかしながら、わが国においてはこれ

らの運営段階の契約管理の実務的なノウハウの蓄積がいまだ十分でないことから、これらの課題に対

する対応のあり方を示す必要がある。 

 

２．基本的な考え方 

 

(1)要求水準、モニタリング、支払メカニズムの一体的な検討 

 

・支払いメカニズムは、要求水準と連動している必要があり、要求水準の達成状況を確認するためのモ

ニタリングも含めて一体的に作成される必要がある。このため、事業目的およびそれに基づき作成さ

れた要求水準書に従い、モニタリング指標の優先順位付けや絞込みを行うとともに、これらの優先順

位が民間事業者に伝わり機能するような支払いメカニズムを構築することが必要である42。（詳細は、

モニタリングに関するガイドライン P3～P8 参照） 

・要求水準書作成段階において、モニタリング、支払メカニズムも同時に検討し、少なくとも重要な部

分、すなわち、リスクと費用を応札者が評価し、価格決定するにたる必要かつ十分な情報については、

入札段階で応札者に開示すべきである。 

 

(2)実効的なモニタリングシステムの構築： 

 

・(1)を踏まえて、入札段階でモニタリングの基本な計画を入札時に示すことし、これに基づき運営開

始までに具体的なモニタリング実施計画を作成することが有効である。 

・運営の比重の高い事業や複数の機能から構成される事業等においては、運営を実際に開始した後に新

たに判明または生じる事項も多く、運営開始後一年程度かけてモニタリングの項目、手法等につき、

運営の実情にあわせて適合させていく仕組みを導入することが有効である。 

                                                  
42具体的な重み付けの手順としては、例えば①対象、範囲を特定する、②一定の範囲の中で（業務要素を区分

けできる場合には、これを区分けし）、重要度、影響度の在り方をレベル分けする、③この区分けごとにペ

ナルティ等の重み付けを行う、ことが考えられる。 
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・また、運営の比重の高い事業や複数の機能から構成される事業等においては、ＳＰＣによるマネジメ

ント能力の強化、またこれに対応した管理者等の契約管理体制の充実を図ることも重要である。 

・ＰＦＩ事業であっても、納税者に対する説明義務を果たすためには、当該選定事業の実施に係る透明

性を確保する必要があるので、モニタリング内容や結果等を住民等に対し公表することが重要である。

ただし、公表することにより民間事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあ

る事項については、あらかじめＰＦＩ事業契約等で合意の上、これを除いて公表することが必要であ

る（モニタリングに関するガイドライン 六２参照）。 

・当初見込んだＶＦＭが達成できているかどうかを確認するため、サービス水準の向上について検証す

る必要がある。そのための方法として、利用者に対する満足度調査もあるが、例えば指定管理者制度

では、住民利用施設に関して第三者機関による評価を行っている事例があり、事業の性質によっては、

こうした事例を参考にすることも考えられる。 

 

(3)建設モニタリング 

 

・ 設計・建設段階のモニタリング（いわゆる建設モニタリング）については、実際に PFI 施設におい

て事故が起きた教訓を踏まえ、安全性や環境への配慮等の観点から、その重要性が指摘されている。

また、BTO 方式については、完工検査において瑕疵が発見される事例もある。 

・ ＰＦＩにおいては、設計・建設・維持管理・運営は、選定事業者により行われるものであり、まず

第一にＳＰＣによるセルフモニタリングによって対応する枠組みとする必要がある。ただし、管理

者等の技術的ノウハウの活用や、重要な部分については管理者等が自らモニタリングを行うことに

よりモニタリングの実効性を高めることが考えられる。 

 

(4)適切な支払メカニズムの構築 

 

・ 減額規定の設定方法：  

選定事業者によるサービス提供のインセンティブを働かせるため以下の点に配慮して、減額規定を作

成すべきである。 

 減額幅、是正期間等を決定する際には、管理者等にとっての重要度に応じて適切に決定する。 

 ペナルティが、選定事業者の要求水準未達を是正するための動機付けとして十分な内容である

かを検討する。BOT 方式においてはユニタリーペイメント43を積極的に採用する。 

 

・ 利用量に応じた適切な調整の必要性： サービス購入型で、かつ利用者数など利用量によって選定

事業者のコストが大幅に増額する場合、支払いメカニズムが有効に機能するためには、サービス提

供量（例：入場者数等）の増大によるコストの増加をサービス対価により適切にカバーする枠組み

を構築する必要がある。 

                                                  
43 ユニタリーペイメントは、施設の設計・建設・維持管理・運営を通じたサービスの提供に対する不可分の

対価と考え方で、英国のＰＦＩでかつてから採用されている。 
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３．具体的な規定の内容 

 

(1)実効的なモニタリングシステムの構築――モニタリング内容確定までの手続44及び公表・評価 

 

特に運営の比重が高い事業については、以下の例のように、早い段階でモニタリングの内容を示し、

かつ一定の調整期間を設けるなどして、実効的なモニタリングシステムを構築できるよう工夫する必

要がある場合も多い。（一般的な考え方については、モニタリングガイドライン P3-8 参照） 

 

(a) モニタリング基本計画書の策定： 要求水準書で提示したアウトプット仕様に対して、それらの達成

状況を計測するためのモニタリング指標を予め検討し、要求水準書の作成と一体的に作成することが

必要である。公募段階において、要求水準書の提示とあわせて、アウトプット仕様ごとに、達成状況

を見るためのモニタリング指標と、計測の方法、計測の頻度を示す「モニタリング基本計画書」を作

成し、提示することが必要である。 

(b) モニタリング実施計画書の策定： モニタリング基本計画書、要求水準書、事業者提案、業務仕様書

及び契約書に規定されたサービス対価の算定及び支払方法に従い、運営業務開始予定日の［４］月前

までにモニタリング実施計画書を両当事者の協議により策定する。 

(c) 定期モニタリング委員会等の設置： 2(2)に示したとおり、運営の高い事業や複数の機能から構成さ

れる事業等については、管理者等および選定事業者により、定期モニタリングにおける評価の事実認

定及び確定行為をする場として、協議を行う場を整えること（例えば定期モニタリング委員会の設置）

が有効である。協議においては、セルフモニタリングの結果及び管理者等の評価を対照させながら、

両者の認識を一致させ、モニタリングの基準を共同で作成していくことが想定されている。また、例

えば初めの１年間は原則ペナルティを課さないとすることも考えられる。協議・定期モニタリング委

員会は、定期的に開催される他、必要に応じて随時開催される。 

(d) モニタリングの実施： モニタリング実施計画書に基づき、モニタリングの実施を行う。 

(e) 業務改善のための手続： 問題（要求水準未達等）が生じた場合の改善のための手続はその内容によ

っても異なるが、例えば以下のような順序となる。 

① ペナルティポイントの付与 

② 業務改善勧告 

③ 勧告対象事項の是正状況の確認 

④ 業務改善命令 

⑤ 当該業務を担当する協力企業等の変更要請 

⑥ 契約の解除等 

    ※ 別途、上記の段階に応じて、サービス対価の減額が行われる。 

 

                                                  
44 要求水準書、モニタリング、支払いメカニズムの一体的検討の具体的な検討のありかたについては、要求

水準作成指針参照。 
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モニタリングの結果のうち、特に提供されたサービスの質に関する部分については、ホームページ等

で公表することを原則とすべきである。その際、選定事業者の機密に触れないようにするとともに、

公表内容については一般の方に分かりやすいよう提示する必要がある。 

 

また、サービス水準の向上について検証するため、事業の性格に応じて第三者機関による評価を導入

することが適切である事例もあると考えられる。 

 

(2)建設モニタリングの枠組み： 設計・建設段階のモニタリングについても、明確に位置づけること

が必要である。建設モニタリングについても、SPC が行うセルフモニタリングと管理者等による直接

のモニタリングに分けられる。 

 

1) 設計段階 

 

選定事業者はセルフモニタリングの一環として必要な確認を行う。管理者等も、設計図書が要求水

準書等に合致しているかどうかについて確認する。 

 

この際、過去の教訓等を踏まえ、専門職員や外部専門家等の助言・支援を受けるなど、必要に応じて

設計内容を評価できる体制を整えることが必要である。 

 

2) 施工段階 

 

①セルフモニタリング 

 

管理者等は、公募段階でどのような基準を用いるべきか等について、公募段階で管理者等の意図を

示すことなどにより、実効的なモニタリングシステムを構築することが適切である。 

 

セルフモニタリングに用いられる基準：管理者等の技術的ノウハウを反映させることによりセルフモ

ニタリングをより効果的なものとするため、公募段階で管理者等の意図を示し、これに合わせてセル

フモニタリングの方法を提案させ、それを実施することにより効果的なものとすることが考えられる。

具体的には、建設モニタリングの視点等をより明確に伝達するため、設計業務・工事監理業務・工事

業務のモニタリングの手続きや特に重点的に工事監理を行う必要がある工種・工程等についての一定

の仕様を要求水準書で示した上で、事業者選定において工事監理計画書の概要の提案等の提出を求め

ることとすることが考えられる。 

独立性：SPC が行う建設モニタリングについては、施工会社の影響下に行われるとなると実効性は確保

されないことになる。したがって、施工会社及び設計会社から独立して設計・建設を管理する責任者

を確保し、施工会社等から一定程度の独立性を確保した上でモニタリングを行うことが考えられる。 

一般的な基準の利用：ＩＳＯ9000 に従った監理を行うことによって、工事監理業務の負担を減らす方
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